
 

  名の振り仮名を届出る際には、現在の本籍地または住所地（一時的な居所

でも可能）に名の振り仮名の届を提出してください。 

◆ 受付窓口  

 江別市民会館３６号室（平日９時００～１７時１５分） 

 ※ただし、市民会館の閉館日を除く。 

 戸籍住民課、大麻出張所（平日８時４５分～１７時１５分） 

 ※上記時間以外でも、市役所本庁舎の宿日直員が届書をお預かりします。不備が

あった場合は、後日開庁時に来庁していただくことがありますので、できるだ

け事前に内容確認をしてください。 

◆届出について 

 通知書の仮の振り仮名が正しければ、届出をしなくても、仮の振り仮名が令和8年

５月末に戸籍に記載されるため、届出は不要です。 

ただし、次の場合は届出が必要となります。 

  ①仮の振り仮名が間違っている方 

   （「ャ」「ッ」の大小、「ナカシマ」「ナカジマ」の濁点、「ミヅキ」「ミズキ」が間違ってい

る場合等も届出が必要です。） 

  ②振り仮名が記載された戸籍の証明書がすぐに必要な方 

 ◆ 問い合わせ先  

   江別市戸籍振り仮名専用窓口  ☎０１１－３９８－８９４４  

   戸籍住民課  ☎０１１－３８１－１０２０  

 

～ 記載上の注意 ～ 
〇１５歳以上の方の場合、届出人になれる方は「本人」です。「届出人署名」の欄は、

必ず本人が自署してください。 

  ※１８歳未満の方の場合、「親権者」または「未成年後見人」の方も届出できます。 

〇「戸籍に名の振り仮名を記録する人の氏名」は戸籍の表示どおりに記載願いま

す。 

  （氏のフリガナも記載していただきますが、この届出では氏の振り仮名は届出で

きません。別途、届出人資格のある方から「氏の振り仮名の届」を提出してくだ

さい。） 

〇「本籍」には、本籍及び筆頭者の氏名を戸籍の表示どおりに記載願います。 

〇「名の振り仮名（カタカナ）」には、記録する名のフリガナをカタカナで記載願いま

す。大文字・小文字、濁音・半濁音は特にはっきりと記載願います。 

〇「届出人」欄の記載は不要です。 

〇「連絡先」には、日中に連絡の取れる電話番号を必ず記載願います。 

〇届出の際に、本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカード等）及び仮の振り仮

名通知書を持参願います。 


